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資料ii

J北大豆法治主研究会執行>

J完制の比較制捜論的検品目

y多嘉田
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院制Jの比較制]陵論的枚討

ができま十。ブランス卜|淀のホ)ムページによれば、二院帝1]採用同71か同11151

か困の上院のr，称が出11Mすなわち Senateであり、ん多数が古代のギリシャ
やロ マの元老院の名称を継可えしたものとなヮていますハ

もっとも、計代的元ι院は 院制を構成寸るような公議体ではなかったので、
広く国民を代表する会議体としての 院制議会は、その起源をイングランドに

発しますわ同加のとおり、中世のヨ ロヅパ諸地域の等旅公議においては、お

おむね司l職者 貴族・市民の三郎に分かれて会合し衣決することが多かったわ

けで寸が、イングラシ lにおいては、このような一部会の構成が採られること

なく、ロf止の聖職:r;・貴族の集会と、巾民の代表ず!の集会とから構成される

|抗嗣lが11世紀中葉までに成すしました。オリハ ク口ムウェルによる共和制

矧に 時的に貴族院が民11されたのを除き、一院制は確立された制度として、

今日まで続いていますコ近代各阿議会の多くがイギリスをモデルに 院市1]を採

刑したため、イギリスが 院制のり凶であるといわれる次第でよ

現代の世界各同町議会を概視すると、基本山」には、「一院制」と r ]詫制」

のいずれかに分類することができます基本的には」とLjJしますのは、かつ

ての南アフリカ共和問では人種別の三|詫制がJ華られたことがありまずし、 ミシ

ガン人学政治学部のジョーン・ツ工ベリス教授のように、アメリカは、立法過

新におい亡大統領のIR否権が'}0:;)、ト認められており、十円否権プレイヤーが三者
いることから、事実上 l 院制」と汗価する前長もいるからで寸 また、かつ

てのアイスランドやノルウヱーのように、選挙でi岩ばれた議Rの一部がは、案審

議におけるよ院部を構成するという変則的な一院制も存許しました。しかL、

現代の議会組織の草本的構造を類型l化するならば、やはり、 ]11界件国の議会は、

l 院制」と l 院制」に 分されることとなりますっ

2 院制の発展過程

(1) 一院制の台頭

院制は、デモクランーの伝統のある主要阿においてlム〈採用されてきまし

たが、 l1¥iL凶京の建設に伴い、議会創設当初から一院制を採附よる凶干、 1950

4ド代頃からお一院小要論が盛んになり、一院制から 院市1]に移行する阿が出現

してきました!

清 次世界大戦前の1910年頃は、 5C余の議会を有するァド権問家やイギリスの

U治組の中では、 院制が主流であり、一院i!J!Jを採肘していたのは、極めて小

北i*'I(I'249)249 r2921 
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院制Jの比較制]陵論的枚討

な単 阿家の場合には、二院市IJよりも 院帝IJの議会を保用十る同の方が数のト

では多いということです。

また、同家の規模について、特に代A制的観山からは有権者数ないし人口が

重以となり、人IIO)j~素も 院制と的所設な関連を有します。これに閲しては、

おおむねl町)()万人を必えると 院制を採用 J一る国が多いということが、経験

的にも知られているところです。なお、凶家の規模という点からすると、凶|

両積や国家領域の広さといったJfuJ甲的j是枝や経治J~肢も、人口混成とあいまっ

て%，/草 j~素となる可能性があります。さらに、小規模人 11凶家において、これ

にlt例して凶民総生斥もfll''ような場合には、第 院を設惜し、これを維持ず

るための賀用を負担することは、およそコスト両で不要なことと与えられるで

しょう口

なお、リベラルーデモクラシーが'ム定的に維持されていない独裁状態とか専

制的政治体制の場合平、)し手主義凶家の場合に見られるように、権力集中のイ

デオロギ に基づく政治体制が禄られている場作などにも、 院制がJ長用され

る傾向にあります 3

3 世界各国の二院制議会

第二次世界大戦後に |淀制が隆躍を極めたかに見えた 方で、 1990年代にな

ると、伝統的に 院制を採肘している凶のほかにも、東欧諸凶、|円ソ述諸凶な

どで 院制をほ川ずる傾向がみられるようになってきましたサこのほか、アフ

リカ諸凶、アンア・ j、、l'洋諸凶の中にも新たに一院制を採附する凶がJ:I1れてき

ましたベ列国議会問問 (rnter-Parliament札ηCnioll)のまとめによれば、資料

lにあるとおり、 院制採肘凶は、最近25イ|では増加傾向にあi)、 2009イ11J J 

20日現在、議会を有ずる1，効冶凶のうち76か凶で、割合にして40.4%が 院制

を採用し、それ以外の112か阿は 院制となっています。

料ほ協力同党機柄 (m:cl日加問30か凶に肴判すると、資料2にあるように、

17か同で56.6%と、 院制採用阿のtlJf干の);が両いことがうrかります。 I涜嗣l

採用凶には、加問凶のすべての辿邦市IJ困軍が台まれま仁世界全体では、上院

に相当する議院のみを仇するアラブ叩首長岡連邦や人111O)i人的ミク口ネンア連

邦といった困を除き、ほぼすべての辿邦国家が 院i]]iJを採崩してお i)、OECll

加盟問についても、この傾向が妥当しとおりま仁また、 OECDの二院制採

肘固には、準辿邦ilJIjの国家のほか、ヨーロソパにおけるリージョナリズムの中

北i*'I(I.247)247 r2941 



資料

む分佐山戸Jな統治構造を採用し亡き亡いる単 同家が含まれ亡おります。なお、

いずれの困の人11も、おおむね大規棋となっています

方、 院制採用問は、すべて中 阿家であって、 般的にも連邦同家でな

い場令には一院制議公を採肘する凶の}Jが数の上では多いわけですが、 OECD

力日間国についてもこのことが妥当しておりますc また、人口規肢をみとも、 1 

1レコが約7，300万人、特凶がjり.1，800万人で寸が、ギリシャ、ハシガリー及びポ

ルトガルがi削)()万人を若干越える程l主で、ぞれ以外の8か国は人口1，()山)万人

未満です。おおむね人111守口00万人を超えると一院制を採肘する傾向があると

いうことは、 0トCIJ加問凶にも妥当する結果となっています}

以|述べたことからすると、ここでの 院市IJに関する'1'間的な結晶としては、

す楕当然かつ半凡なことではありま『が、 j~邦市IJ ないし分権的な統治構造の凶

家、大夫↓模な人11を有する同家であれば、一院市IJを桁向するということとなり

ます}

第二主要国の二院制議会

次に、資料 1-1に掲げた欧米十要阿(1"米仏独伊)に日本を加えた十要6

か固について、 院i!J!Jの比較検iitをしてみたいと目、いますむここでは、上ト両

院の構成、権限の1E呉に着円して整理を試みまれ

1 主要国の上下両院の構成

各凶の上 l両院の選出ん法的桁イ設を格理すると、次のとおりとなります。

第一に「討委員数」については、 ト院の議員数は 般に下院の議員数よりも少

なく、おおむね 2分の 1t平度かこれを卜回るものとなっていま寸ゎ卜院の場台、

民ぷをi血{;J)に代表きせるためにーに程慢の議日数が必些ですが、 ト院には、そ

のような要請よりも、少数の此知を備えたぷ員から構成されることが期待され

亡いると百えるでしょうけ

的 に「イ千期」については、 |院ぷ員の任期は 般に卜院ぷ員の任期よりも

長〈、上院を任命制としている凶や、川院の議員の任期が同一であるイタリア

を除くと、 l院議員の仔開jは l院議員のそれを|凶っています。 1院議員の場

合は、よ i)よく民巳を代表させるという矧内からf工周は短いわけですが、上院

議貝は、比較的安定したす助から下院の行き過ぎを是ifするために仔期lは長く

なっていると考えられますぐ

12901 北法61U . 246) 246 



院制Jの比較制]陵論的枚討

第三に「選挙制l支」につい亡は、下|症の選挙制民は、アメリカで成すした単

純小選挙区制がイギリスにおいても採尉されています これに対し、ヨーロッ

パ大隣諮問におい亡は、かつて比例代A制が普及「る以前に絶対多数制の伝統

があったわけですが、現存では、フランスが小選挙|ぇ一回投禁制、 ドイツは小

選挙区比例代表併用制、イタリアは比例代表制を保町L亡おります j ただL、

いずれの凶の卜院も、直技選挙で選出されるという点には共通性がみられま1

一方、 卜院については、イギリスは、貴族院とし寸類剖ですが、一代貴族が多

数を占的、選山)Ji去J主任命制に近いものとなっており、歴史的経緯から、イギ

リス凶教会の代表にも上院議席をワえています。!イツの上院は、任命~IJの州

代表で、フラ/ス 11泣は、間接選ゲの地);公共同体代表です。他方、アメリカ、

イタリア及び円本は、上下村'1院ともに匝按公選により組紘されます}

これに付随して、治凶に「改選制度」にワいて， ，泣すると、 6か阿とも、 | 

院はすべて総選挙制を採刑しています{ 方、上院が直後又は間接の公選制で

あるアメリカ、フランス及び日本のト|告は、議良定数のT数ないし 3旬、の iず

つを改選する部分改選制を採り、上院の構成の急激な変化を日避し、上院の職

務の継続性を確保し得ることとしごいます。イタリアについ亡は、そのF外で、

上院の部分改選制を採っておりません!

市.rrに「解散制l支」に関しては、大統領制のアメリカを除玉、設院内閣制の

lt素を有する凶の場合、政府ないし首相は|院の信任を有する必!占どがあるとと

もに、下院に解散制度がありますっさらに、イタリアについては、 IJhj院ともに

解散にl出し、刈等な 院制と議院内閣制との苧令性をとっていま寸。

2 主要因の上下両院の権限の差異

以卜、ヱ製凶の一院制議会の構成についてみときたわけですが、 卜下 111リ院の

権限の差)¥'については、次のように老人埋することができます一

第一に「政府に女j-j-る信任」では、)(4討項目lのアメリカを除き、下院には1J

政首長たる首相を創出する機能があります。フランスは、大統領が首相を伴命

しますが、半大統領制で議院内閣制の挺素があるため、向相は下院の信任を得

ていなければなりません。イギリス、 ドイツ及びフラ/スでは、内閣ないし政

府が、 「院に刈し責任を負うこととされています。他占、イタリアでは、政府

は両院のい仔を布しなければならないとされ、日本の場合には、計十H指包惟は

両院に属するものの、衆議院の議決が優越するとともに、衆議院に内問不信任

北it61(1. 245) 24;5 r2961 



資料

権が専1"，しますレ 方、参議院は、問責決議権のみを有しごいます。

第 に「法索先議権土手」については、殺人自主山法索は、イギリス、アメリカ、

プランス及び日本で下院先議とされていまず。議会の前身である等族会議が課

税承ぷ椿をれ務として成、7したこともあり、イギリス的金銭法案のような凶民

に直接負担を課するものは納税者を代衣する下院に先議権が要求されることと

なっており、このイギリスに由来する原則は、各凶で広く行われておけま寸わ

なお、フランスでは、地方公比団体の組織に関守る法案は、 卜院先議とされて

お t)、 ドイツでは、各州の行財政に影響を及ぼす法律等の|門l意法律についてよ

院が|百]巨権をわ他することがむきることとされごいます口

れこに「法案審議における肢終議決権」に着口すると、議会制度の歴史にお

いて、貴族が相当の権力を保持していた聞は 1I1リ院の権限が対等でしたが、 19世

紀後半から 1'1涜が拘 )Jとなり、強い権限を持つ例が多くなったことを反映して、

イギリス、フランス、異議i折半につき 1イツ及び円本ごは、下院に最終的な議

決権が伺保されておりま仁 方、ト下両院の枠限が対等なのは、アメリカ及

びイタリアですc なお、アメリカにはト院の内議決制度はありませんが、ん統

領が審旨lを十円否したi1、律系は、両議院でそれぞれ出席議員の日分の 2の多数で

再議決したとき、法律とな i)ますぐまた、イタリアでは、大統領が符署前に両

議院に対して坦出を付した教舎をもって再議を求めた1'.1、律家を、両議院が再議

決したときは、必ず詐暑されなければならないとされていますp

第阿に「卜院への下院と呉なる権限の賦ラ」については、アメリカごは、 ト

院にのみ条約批供承認梓 連邦公務員任命承認梓があり、 卜院に弾劾訴追様、

卜院に弾劾裁判権が賦日きれていま!仁なお、イギリスト院には最古裁判i~Î の

機能が賦与されておりましたが、 200911.'0J Jに独占の最両裁判所が創設され、

この機能は長欠しています{

占定後に約五として、「両院聞の剥件システム」について触れると、アメリカ、

フランス、ドイ y及び円本にIrhj院協議会の仕組みがありまず。アメリカで、叩

要法案の多くが両院協ぷ会にかけられるのは周知のとおりです。また、両|涜fT

l司会議の仕組みを設ける凶もあります{フランスでは、政府提山の憲法改正案

について両院什同会議の制度があり、イタリアでは、大統領の選挙及び古ざ、

よ統領に対する抑劾、最高μJi主会議の構成員の一部の選任、世法裁判所判事の

7分の lの選1平等に限 i)、両院合同会議の仕組みがぷけられ亡います。なお、

!イツでは、辿邦ん統領選wのための辿邦集会の制度があ i)ます

r2971 北法61U . 244) 244 
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3 二院詰IJの類型化分析

以よ、主'[:回ν〉土 i で民をその構成と梓以に言;了て抜刑;的にみてきた b~了で

寸が これらしJ多岐にわたる 間引を庁析するに当たっ U土、カリヌペル ア

大学 t)- デ;'.~こf校のア ν ン 1 ・レ「プハ 1I 卜款ぼ(J:.l~1〆l を教授J が 11'

院f1J-C:'こ閣す;~'tTI ì\~!イ仁分析がは吊 ζ なります、

(1) r多数派主主」と 合意裂J

王ず、 L イフハルト教J;'は、 ヂヰクブンーの藷Eit， lJ:、「多数派塑ー

{}，L: j ぃ n~ι)ri ，:ll :，..[ocJcli 

犯してし Jま「

ζ 「fTEZ型」江川町(山口公立odcli とし、う 大怒型仁うr

多数派号"とは、権りなc，iA字国i が)~;r;民g，れ派士いし式会多数派 tニ先 する

よつな政治の仕組みや訴Itl'iるI引のデ午ラランーを指し、 「ギリスのが験モ 1

1、る京tオ '9ることから，ニス;~ ~ >'スター型~ (iY('sil，1insicr 

呼ばれるものてず}合長山ル~J.、選挙によ!')~~寺不'1'-" だ政官1ない

とも

ど

うグ、主主 ìI:~ との fy 寺に草川を置く政Iμ1) l l 制みを J手 8寸る lτ[のデニ仁ケ，シ を指し

ます レイノソ、 !l，I救;之の力、析によると、 U~ê~lli (1)メルクマールの うは 此

市iJの百ιでおり、 事以派型 は 佐市;を指市J~.、「合意型J U:件設淀J]>対等な

権124を手:'~る Fんツjをわr;-iするとされてし 4ます一

そして、 l 多j~ý_ :}~ s;! Jの典型例と L'::は、イギ}に 1996-ffそのよ十点(1i:1<;:1Ci見

台議河」比例制)単人?刊の二工ージーラシ;、パルパ;スカ I :';"室型 0) vl!-l~i 

例t: -r i止、スイス、]り9:¥年の述主;制導入以降のペルギ 、欧州?生合 (Ei_:)

がそれぞれ今、げられ (Jつ円士写 υ

(2) r多数派型J と 合意型J の1自の相違点

レ J プハルに攻授は、対早川、か :~Iu)ケ壬クうンーの諸形態害検討τ るに当か

。)、 とき古 f~~(!)l(jしつ行主，0.をホげてし I ま F 、このうち「政持‘政党次

T!'~ におげる十日遠山 と J て、 Jノ出主l{ ，lË，、 t::1，(:x. 1J~ 問への同行権の年~111 V公広範IJ:-:i事

:足:::，'fd 内問に l"S 判f 権的共有、三政1Mと，'r. ì-.:! 附の関係に.13 げる政府内 f~ よ点

、l九政府，::-;'r;}~ ，:{，i (J)捷演の土j旬、 3 大政党結:j¥':;多党制、/宇多数ヲ1' .J~，比例制

グ〉選挙 ~ì:i，t: ys JI::伊W:支刷、三i¥f凶問の1'1111!"認争による苓 iL主義的予U首媒介

乙討cc~\r，;叶Lijphårl ， PaUcf!1s (~.í Vd!Wr町内 Yalc~;n Ì\'，;:-si日I'，日以 1999. i，n語、
と、て、アレンド・レ/プハルド(担谷川チポ}ア:亡(-i義対見(-i義 多数

決型とコシセン吋ス型0)36今，，+1;こ較hノいi主 1.了力益昔時、 2~X)5{:-:) を事 j'~.) ( 

~Lì:j、 ('::1 U . ~42) 243 12%1 
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ンステム vs妥協と強調を円指すコーポラテイズム(j¥i干IJ採奴介システムが掲げ

られています 3 また、「辿邦制土手 国家次元の相注内、」として、③単 集

権的な政治制l生円連邦制・地方分権的政治制民、 fZJ 院制議会におけるすiJ、

権の集中、s権限刈等・構成相異の両議院|山の寸法権の分割、長l相九J多数によ

る改正が可能な軟性窓iLvs 特別多数によってのみ改正むきる!~性恋弘、立

法の台憲性に閲し議会が最終権限を有寸るンステム vぉ最尚裁判所止は憲法裁

判川による合愈性の司法審存に11、伴が服するンステム、(五)政財に依存した中央

銀行同 j虫、"した中火銀行が掲げられています。

(3) 両院の権限と構成に着目した分類とポイント付与

さらに、レイプハル卜教授は、 1916年から1996"ドまでの期間における十世界36

か困の議会を、 Irllj院の権限と構成に粛同して分組し、それぞれの組以に戸イン

トを付与しています。これによれば、権限対等ー構成相同の「強い一院制」

(Strong bicameralism) [4.0ポイン 1，J (オーストラリア、ドイツ、スイス、

アメ')カ等)、権限対等・構成類似の I111間的強l支の 院帝IJJ (九IcdiUl1l

strength bicameralism) [3.0 *'イントJ (イタリア、オランダ、刊本土手)、権 I;l~

Jド対等・構成柑典的 I111問的強l支の二院市IJJ[3.0ポイントJ(カナダ、フラ〆ス、

スペイン等)、「中 I~J 的強度の 院制」と「弱い ~j'~ilìIj J の中|同盟 (Between

l1lcdiurn 叫γcnglhλndwcak bic礼mcralism) [2.5ポイントJ (イギリスなと)、権

限ゴ[)'I等・構成類似の I.¥isしλ一院制J(¥Vcak bicamcrali罰則 [2.0ポイントJ(オー

ストリア、アイルランド等)、 11. ;)院制J(une-and札 ha1fchambers)の国[1.0 

ポイ〆 1，J (ノルウ J 一、 1991イ|より耐のアイスランドなど)、 l 院制」

(Unicameralism) [1.0ポイントJ(ギリンヤ、ニコージーランド[1.1ポイント]、

ポルトガル、 1950イ|より後のニューンーランドなど)の各類型が示されていま

すi これらの詰額以J土、凶J院の権限が対等か凸、かということと、 -Irllj院の構成す

なわち組織が与でなるか否かということをメルクマールとしたものです。

この中で、イギリスは、権限非対等・構成制異の「中間的強度の 院制J[:J. () 

ポイ/卜]となるところ、貴族院が「民主キ$:.0)先史時代の遺物」という理由

で0.5ポイント減とされ亡います。また、 1950年以前の一院制時代のニュージー

ラシ刊む Oポイ/卜が付与される権限非対等・袖成類似の「弱L、 院嗣IJに、

1951年以降のニュ ジーランドは1.0ポイントが付与される「一院制」とされ

ていますが、主体としては1.1ポイントカ斗J'Jされております。これは、レイ

プハJレト救伐によると、 1946年から1950年までの5年|削が2.0ポイントで、 1951

12991 北法61U . 242) 242 
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会てかレ，J告何年までの¥6Cefr，与がL(iポイン?なので全期間の平均):Lては 1:立iI

¥5-+1.(';<4引 51-1.098~1.lJ こされ1 いるものヴす、

なぷ、日本[土、イタりアなどと ζ もに、ほ浪 ~t等ー溝成類似の '1'官的叫民:

の一抗告しにji!詮ゴl十られています九 rだL、こ才ιU:、ず世主こで止派構成が者M¥人

〕ていゐニユがB~;.1i~ .:なって}3:)、 Iヘ参がねじれていゐ場合い J手、少なく Fも

(1.5ポ fシ 1，t¥'度は上位凡され、 lよ打 l注し、.....~;~;杭(こ笠宮うけられることと争

》グ).:と i立、 イキ')ス乏フiJγJてのニJ ーごーブ

ンド;，-;J~J tても当てはまる場やがある j「7えるで}ょう。すなわ丸、南ゴドお

いても、次にみるように上1-'1山J院の情成にふとれが生じたJ品合には、そ乃限り

ろうとしう邑併があ I1ますヘ

においじま刀、イ〆卜の |jJ怜 ilーが必要となると町われるわけですコ

ウエストミンス世 モデルと二院軍i

ルころで、 1.+~'.C は 1:J何年代以孫、小選挙包初、 ベ政党i，'lなどのヮェ λr
ミンスタ チ子1のjJ!(;:{ンステムァ刊誌り人れら1l-r，¥てjヲり、主九とのf迂!ーでl士、二

ウ ス 1 ミンスター型の議正六限Mと 氏出'1との当イ毛につい

一一一第

のことす'ち~l'l'Uご

て1主討し正し、!-::.~， l，"ま仁

，( .--I:''' 1)スと二 I ジ ラー/ドにおしミても、かつてよ:'11司~~'~(!)権111がほぼ斗写

cあった時代に しアエ'1\さがすらJ なる活派怯成となることで、下院に内習の君、，~t1

{( í~' くよ議日竹|現制とて託料 (n{_長突がう活生しました これ"人「処'-')"/~ため、寸ギ

シラユ :"'Î ，~'iスはト院の惟限をzdめ、構成の相異を緩和 Jーるこkで、 二戸

上限を廃-，ることでそれぞれ解〉九を|ヌ!りま 1 た。以ト、て~と!亡、この河凶

のト将改正ないししち二凶 lょに Jいごその経緯やたどるとともに、ごf1ト;-J-')に

剥げた~;主十日二十公判のカ子ダ、オース k ラ'} T ['.~山、て(*-"1口 fえγるこ J J 

、ミたしま仁

イギリλの貴族院改革

〆f ギ 'J ス o)td高況は、別世紀凶~-'fに公法案r ヲ停止前打否権など格仮に係るこ主

l よ見勝利'，J;!I，Hンドσ77432政と五j":1::.__ (， {J.: i度当市、三(凡ミヰ-，-) 1~;;} 貝 u また、会

ぷ院の他山(0)想以は、 Z ずしも回定的なものではなし憐);;Zo)変化が三i:iLI-.Yl;~

ワされる権限引去のノ主り方にも鼎悦し待合いぷ響を及:，;tすとの指抗(杉副会

士if-H担fill人「青年法:::~JL~-~制度 h ¥1云f干ド文fL任、 ~~007";r) 363 tn ~)あるー

1"的|~Lì:j、 (.::lU'~41)24



t交 手r

吊が、 交手:こ {-\~，族の進入な 惜成にf手ω21:，';'が行われどきま Lf 

(1) 権限に係る改革

ノギリスのト陪 cある丘おと院 Ulo:~:;c uf ;"()砂山:土、 eJう了杭治会d庇古を絞

;2lたI卜に して、旬、j:'J，:~F要 j;'f の Z-T~; して捻住にできたため、 'f~:'.)

党11外内成党が i、院であω庶民院 UTOll肘ハ{CCJllli.HJllS) で多数を山めプ渇合

には、上ト!占UP'ii; I~J iこ ねこ'" 現象が'1じる II}校け→を内ギr-_七いました{ J カ

も 仁 :'~ß)¥7:;，人権限;止、収入i:&出法案につい、;土、これを是出、将11 ず書ず

内決τるこ三ができるだけてあっ，"こと千徐き、 |、 W;~ とはほ対等で、ヲ亡全な

院山tでし たυ

!ドパ l~7.:羊を求める戸はよ880年代かた)17ノ"し、 1奇抜院か討出r司政J.{r- ti~:I:司法:たを

殴控うえせ、 1"，111党のuイド ジ斗ージ蔵川の19()百主皮下主主や戸、{ょとしたごとを契

機として、 ~9ll '十三長会itが嗣 723 れまし~:(' 1911 司王会法により、 ~， H主九二しと、

::r::~~i去来については 1 か月、それぷ外的公;士主μりいては;? -tf:の停，1-.;"，，1凶汁置

のみを↑でするごととされましたハ

1 日4F，年の総選挙でノj約九が政権争 ){ff年すぷと、~911年議之氏における宣!主此

の \~ÎiJ、l係る停止8-0.J否権のf二世叫白性が魚沼、さ1しましf-" これに対し、 E品己

院'f;;:ヘJ"党民代総議のクラ〉ボ '/ r~手 [1:147午立l降車立代、〆 ルスベ) ↑票時j

が、ソールズベ'] 限れとも羽、与れもいわゆるソ ルズヘ;-ク卜りンを

示し、ノJ樹党の懸念ル緩相しま Lに これは、政府守ず乙がト院議民総選与の公

ぬlおし、で明{躍に J-:'舌 f-:..、かな;Z!j'J、:主も、 「主主がこれを第 説会におL、て否

決ずるこ三はぷりでdみるとするものでめり、上訟がr--~~{;--I};;九(}) -;:二フニス!、 I~I

迫J、宗についとはとJ決しないことや慣行によハててI~HL たものご寸 j

さらに、労働定政府は:，117'1 i-q¥りの議会期ーに政府花山氏当てのl走、f 存洋実

なものζtJL止め、 1911-$議会ti、の規ノ'L.¥ 志づきi勾，19年議会Jノ、をむ!ノlーさえJ まし

た。 1"1法により、去一銭法 'j定以れの公示'x~ に i;í~、る仔;こáS+R否権について、 flð)~院

が、'(/l、弁日iミiltiJ1，得るもち問が2年から l年に信判事;l"1主じた

， な方、この時期(重要なものと:し「、 1918イ|のブラ fス・'iポートが去りまこれは、貴決定打情説及 CY権限を朽[d~]~) ために;二国されとアライス仰を

4詳しくは、伝て日n8cイFリス)t:u、に必げる丙躍如IJ，;，二蚊 :~r(;J_、学研究ユ正

号18・19号ラ叩07年)及びj[[高「英国フ LアEけを卜の貴ij]i民改革 第 院の構

成と機能 I 紛;1/ア 第 s-t:~前ょす (2009 守二 3 月 j を?詰~!1n0

!と;Ol LiJ:Gl :j・:240)24つ



院制Jの比較制]陵論的枚討

座長とする委員会的報告害であり、これによれば、 ト院の役割は、小下院から

の法索のl庁味と修止、必比較的争いの少ない法索の党議、③凶民が法案につい

て十分な意見去明ができるのに立要な期l閉その成すを遅らせること、 (4) 般的

な政策問極的討論、の 1，C(に限定されていますっこの4え)Jは、イギリス上院

のた本的な役割を示したものと言えます A

1911イ|議公1去の制定丈には、 l世襲ではなく人民を基礎にして構成された前

院を現存の貴族院に代替することが企図きれているが、このような代替を直

ちに実施することはできないので」とありますが、結果として、 20世紀削半で

は貴族院の権限を lî~める改革が1J われることとなりましたり

(2) 構成に係る改革

一方、 211世紀後半におし冶ては、貴族院の柄成についての改苧が進められま L

た。当時、貴族|泣ぷ員の出席不は極めて低く、日常的に州市しないぷ員

(bacl刊 ooclsmぞn)が、表決の時だけ現れることへの批判が強まったことから、

1958年の議院規則の己主ifにより、請暇の干続がidtけられました。さらに、ハロ

ルド・マクミラン↑果、J党政府による1958年一代世校法は、世技院の情T'Zにんき

な変化を日えました。同i1、によっ亡、阿|は、少Jl<を問わず、 ト院に出席，，1、
決を行うその者 代目{りの貴族を任命することが可能とな i)、上院の政党別構

成の変化と幅jムい人材の卜院議員への奇用が叶能となりました。また、 1963-"f

貴成法により、世襲t奇抜が一代に限り品f立を放棄することをE4めるなどの改革

が1Jわれました〈

196811に労働党政府によって従山された議公法案前 号は、貴校院の構成に

ついては最終的に[11襲議員を消滅させることをlE:図L、貴族院の権限について

は財政関係法案以外の法案の停Ii的拒台梓を行使し得る期|山を GかJJとするも

のでしたっしかし、|可 i1，~~.土、貴政院での抵抗から不成立に終わり、政府提案

。〕寸法措置による且族院改革は、 トニー・ブレアを首相とする労働党政権に至

るまでれわれることはありませんでした

(3) ブレア政権下の貴族院改革

1997年に発足した第 次プレア労働党政権の下では、 1999年貴族院法が制定

され、世襲責族は、 921';が姥存した以外は買族院の議席を失うというイギリス

憲政史上幽期的な改革がなされましたのまた、 2肌泊年 1月には、ウょイカム卿

を委員長とする「買族|淀改吊に関する"-委員会」が、 川守来のための議|完」

と担する報山告を公表し、任命議員と65:71、871'1止は19目朽の地域代表公選議

北it61(l'239)239 r3021 
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民から構成される第二院構想を答申しました。また、市IJ定法に来づかない制定

的なものですが、 2000年 5月にJ'tiI主此任命妥員会が設置され、翌年イ月には初

の公募による員族院議員15名が誕ヰしています

しかし、 2刷 111以降の第 次ブレア政権的卜では、貴族院改革は停滞しま寸ゎ

政l付F可否 T貴族院 改革の完成 」が公衣され、議院の児肢を600名以内とし、

うち1201〆1を公選議員、1201〆1を世所属。〉任命議員とするh剥が示されましたが、

この公退議Rの比半については、現在に烹るまで多くの議論を呼んでいますベ

また、上卜両|誌の「貴校|沈改革に悶寸る令H委員会」は、全員任命制から全員

公選制まで7つのオプションを不し、出川3年2月、 11111院で1'1111投票がれわれま

したが、庶民院では全案否決、貴族院では全員仔命制のみが多数を得て、デソ

!ロァクに附りました。結局、この段階で実行可能な改革として、大法 Icの職

に係る改晶、貴族院から分離された段尚裁判所の創i，主等を内容とする20凶作憲

法改革法が、総選挙前に制定きれるにとどまりましたり

2ω5芹からの第三次ブレ 7政権の下においては、 1ft前は大法官が務めといた

世成抗議ぷの械を互選とし、 2006年 7月、ヘイマン女爵〔女れ男爵〕が議長に

就任するという改，y，がなされました。このほか、 卜下両院の「慣行に関する合

同委員会」が報円高を公表し、J'tiI主院に公選i!J!Jが導人された場合には両院関係

の見直しはィ、uJJ症とするとともに、ソールズペリ 慣行を将来的には I[知寸提

山法案慣行」とすることをIdJ十日し、また、慣行の成丈化を決議によって採択す

ること、貴族院のU、案審議期聞を80会議日 lこ削減 Fることなど、貴族院の停止

的tfif'干椿を基本的に維持するh向性が示されましたc

その後、ジャ yク・ストロー庶民院院内総務は、起党派むの議論を経て、 2収)7

イ1'2)1， '貴校院ー改革-，と地寸る政府山書を公表し、200511'-0)労働匙マニブ J

ストで公約したとおり、 貴1仏院の構成に問し、円山投票をねうとしましたυ こ

の内害では、改Ij¥後の目玉|沈は510議席を有するものとされ、民族の爵fすと|院

議席との関辿は迅附され、残存している92名の位襲貴族の山席及び表決権は7E

全に廃止することとされました。また、改革後の議院は、いずれの政党も多数

を占めず少なくとも20出は非党派的な任命議員と「ること、法的根拠を有;-る

独¥i.0)伴命委員会を新i設し首相による任命は将来的に廃止すること、公選議員

は欧州議会議員選挙と同時にH の選挙区から 3分の 1ずつ部分改選( 部は

地域別非拘束名神式比例代長制)とすること、議員の仔却lは15年で再in、"Jと

することが不されました。そして、常国民の多作d!1を反映したものとし、イギ
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院制Jの比較制]陵論的枚討

リス同教会の代ぷも存続すべきとされました。なお、こ町内害公式の時点では、

ストロ一院内総務は、公選議員50% 任命議員百)%が現実的であるとしていま

したu

議会での貴hi'院の構成にii¥る白出投県は、全員il命制から全員公選制までの

弁オプションについとれわれました寸前位反ヲをめぐる疑惑の影粋もあり、2収17

イl'3 IJ、庶民院で、全員公選制が113出差で多数を傑得、|叶時に80%を公選制J

とする案も:-l8票たで多数を得ましたサ一方、貴族院での投票では、全員任命叩j

が210県差で多政を得るなどの経緯をたどり、ここから、 f院で多数を得られ

た上院の令員公選問u:止は削%公選出jを某唱11とする己主iIiの流れとなります

しかし、三次にわたるブレア政権でも民族院改革の完成をみることはなく、

公選比率を始めと「る新たな第 院の栴成の問題は、ポスト・プレア政権に持

ち越されることとなりました〕

(4) ブラウン政権下の改革動向

ブレア首相の辞仔を受けて、コードン・ブラウンが労働党党首となり、 2007

年日月、首相に就任しましたむブラウン首相は、 2肌)7年7円、庶民院において、

議会の惟限を強化し、同氏のむ l頼を日めるための'}0:;)、改吊構想を提議しました

また、政府の緑古 rイギリスの統治E がストロードj法相兼大法'T1によって公表

されました。緑害111 r民ヶザボ誌の再出性化」では、 員族院への公選市IJ骨入のた

めの改革の継続の検討も掲げられました。

その後、 2008年7月、ストロー司μ相兼大il、官によっ亡、貴族院改正につい

て、 『公選の前 院-j奇抜院の更なる改革と地寸る政府山書が公表されま

したサ同内古は、 2007年3月の庶民院の投票に本づき、改革f去の第 院を全同

公選λは80%公選・ 20%tr命としています。また、直t2:公選で選出される議員

は、任期12-15年とし寸長期のものとされ、 日分の 1ずつの部分改選、再i聖不

日」としていますc そして、改革後のお 院は、行政統制と修ifを担い、その権

限については変更を加えないものとし、 20%の任命議員が加わる場合には、制

定法に基づく任命委員会が議員のlhi;を行うものとしています。議員数は庶民

院より少ない42()~45()名のモテ守ルが刀之され、上手品も小選挙区制(ドドl 刊、選状投

票制 (AV)、単同移譲式投票嗣J (STV)、名簿式比例代表制(拘点、非拘点、

一部"1拘束)の4索について各五同で議論すべきとされております。

2009年6月29日、ブラウン肯相は、庶民院ですiJ、計而申告長を公ぶしましたレ

イギリスにおける政府の止法引山は、例年llJl七人女王演説によって公表され
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ますーが、この¥'7i)、計百品茶シいづの!之、プラウ>:'守村Jが、 1:z:、統的に非公:#:で行

わ ;cてきたι法Al 幽の足元~j~程を問かれたものと〕、議会三回!\:i 二、 E改立宥がい

ウトλなるす;泣J、を計|ド州"山川"川'1しιいξと;か:にこツいて1芋F官計?にi土三μ寸るニと ζ

l川I:~'公T夫された「イギ)ス 0の)1桁j 来ジの〉構i鵠i託誌t主 I では、政的は、-ß:h!';Eλミ土あの二大C')役作

》して、 2以ì9-- 1O平会期で i 院のFI:~そ i立引を ~)~r~; する立以、を -fJ う介して'，'ま T へ

また、 100%メは80おじっIT!H!ごうどぞれJ議員でよriを7晶成ずるとしたつ008イiウ)j (1) 

;l1:I{ナnPi合j誌に、よ:)ノ、見続て民 i-，lYJに構成会れた第 同ζ するための川3完全

:!..~去する己てしますー 2以)9-- 1(1ノ i 公主EJ土、 2(1(19~1'.11)~ 181: ~問|比六があり

!J: J::.ì~~~U;~'なされる円で、今主主がI主討される L ころです

(5) 小活

以とみてミたよゐ仁、イよリスの貴}ji，~院改4~士、レノブハ JI.--入数ねが分析対

象として1，"る 1~H6ij から 1 抗)f) 1t を超えて、そ乃うj 祈枠桁みを借りるな t1 ~工、 20

ill紀初頭の1~ : 111 古:版権1~6ーにおける「権限刻字・ 1再出作異 J の「町、いー注ね か

ら、 20-)吐紀前、rに呼 :;tU~対等・惜成十8t\~-J (}) r-，:I間的加えれ 陥劇1，となり、
この 1M] 、 'í~~' 完;以外の政見がト民多吹派となった場合}ねヒれが牛 L勺円、 20

f世紀役Tかられ十世紀初頭にかけ亡、極端な構成の似宍を角むi!i~g るんの、員長院

の中止:'11を古めよう τしごきだと吉ろことができます

員拐、院が、公定的れ |犯となるごとによるほ民的強化に対しては懸止がある

とこっミすが、比較的長し任期を設けむことに二つ亡、 K+的立当:'1ぞれ吹民院
に比L-(!JjいものKL ょう)~ L、再出ノドドr(l，...するこ i~ ::工"'て、政令化を~~め

ょうとのT:心が見交けられま今 υ

なお、 2009年lU月 1日に設日設干lJ;Yi~: hc Sllj}TC，IlCし川lい:()f thc "nitcd 

King:dof:.l) が江主笠され、地)Jうよげの微1，[¥がドz:れま Lたし 最肖放tlJji~TI土、ハー

ヲ〆ン"スクエアに ~I肖す 0{之百TI主出予f?)、院の建物であ uそ1ド1レセック

ス ギルド:、~-)1.を;-1告として、 18}JIGD;こよ仁エ f平1'7J'ih¥にこれをjをはさせ

ました日初代的景山J 法 flJlif: 判l雫に J止、貴族引の~(C; 1千仁 Jf~-~言JJ:~Ci)+入判 :UL名が);i，~

スなお、 2009午 IIH ムぶ!の議会現会時の ι" れ佐行止、止jlíすのJ;Úi ~ý~ 万全|が円，1: ら

かにされ、ワl戸附 10午会慌の立法「ll些;しして、前日%又は 1 仰%公~;~Ijの第 院F

寸る丈めの民放 1;礼改#法の草')iさを公表することうな、されたい

hm稿海外:主体育制 J主1[1 最日奴判1タ1(!) ~~どと

:391-~j- (2~)CDi:--12;j1511) イト安保

!と凶3
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院制Jの比較制]陵論的枚討

イ干するものとされていますc 段而裁長官のブイリップス卿は、初めて三権分す

が任止されたことの主i比↑?と、止法とμI法の分離の主i比ド|を強調しています

2 ニュージーランドの立法評議会廃止

(1) 一院制への移行

ニュージ ラ〆ドの1852イi憲法法は、イギリスの政治制度的影響を受け、議

会は、イギリス固ーじの代珂7Tである総督、 卜院である立U、許議会([昭川川lve

Cou斗cil)1えぴ卜院である衆議院 (HOl1SCo[ R叩 rcscnlaLi、cs)から成るものとし、

院制を採附していました{立法評議会の議員は、総腎によ Jて任命されるも

ので、当初の任期は終身でしたが、後に 7年に変更されました。

19世紀後半には、士業が党反し、移民が流入したこともあって、それまでの

大|地所有者Ijr'L、の政i古に対して、農民、職人、う河η

なとどFが下院において勢力を;羽叫拡'Jl止jよ、人ん4しました こうした背?景売σの)もとで、上院が任命

帝嗣制1Iであるため、 買族帝申制Iリlのf伝云統のないニ←コ1 ジ)ランドでは、その非民→七上性と仏保A 

'.H刊刊に次第に批判が向けられるようになりました 3 上院議員の任命をめぐって

は、総督と下院との聞で中L艇が牛じることもありましたハ

立法評議会が居者iIされる当時、上院は f院よりも地位が高く、また、ほぽ|司

等の住限を有しといましたが、金銭法案の元議権十修if惟はなく、中に下院の

決定を繰り返す償問になっていましたr 上院は、株益に近い存有てを続けていま

したが、それほど有害でもなかったため存続を許されたというのが実情に近く、

いつ廃iIされてもおかしくない状況となりつつあったようです。さらに、上院

議員は、 20111紀前干には実質的にその同々の政権に向調的な7Tが任命されるよ

うになっていたため、政権交代直役に、上院は、!日政1撃の利益をえ)るものとな

る傾i叫が顕著となっていましたυ14年聞の労働党政権の後、 1949年に政権のIq民

についた同氏党のシドニ」 ホラシドは、首相になるH削からす法評議会の廃

iIをヱ張L-cおり、議員立法の提案も行っていました。政権紋得後、特攻隊
(suicidc squad) と呼ばれる議員刊を送り込み、 1 院卜人~O)勢 )J を抗回 L 、 1852

年定法法を点止して立法評議会を挺iI，-j-るにでりま Lた口具体的手続と LTは、

1950年"法制ド議会廃止法により、翌1951/1ド1H 1口に l院を廃止しました。同

法は、上院を畦11すること、元上院議員に何らの補償も行わないことを内界と

「るもので、 卜院におけるi1、誕の投票結果は、 26対16の賛成多数でした己通常

の場合、進歩的な努力が保、r的な上院の憐iIを主張ずるところでtが、逆ぷL的
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な結果となりました。また、 ト院廃止に伴う代替t位置は講じられず、議会のト

院がそのまま喪失されるという結呆となりました 3

ただし、ホランド自身もト院を悦止してしまうことに、若Tの嶋践を不して

いたほか、当時の新聞論調も、、V法評議公を評価していなかったにもかかわら

ず、始どが一院制紺持との立場でしたi ちなみに、 1950年12月1日、 卜院議貝

たちは、げ法評議会最後の時を、腕を細み凶散を歌って迎えたと伝えられてい

ますサ

(2) 立法評議会廃止後の動吉

しかし、政府の「抑制されることのない権問よ」に刻して、何らかの均衡が必

要であるということから、 院市IJに係るぷ必は、寸法評ぷ会廃止後も杭き、議

会においては、次にみるように 3次にわたり、上院の門設問について委員会調

査が行われました。

1952年の窓法改革委員会の調芥では、 2か月聞のJLj去に係る停11的犯有権を

有し、 321';の議良から成るi干命帝IJの第 院の設置に係る報告が行われましたレ

これによれば、第 院の議員は、衆議院における政党の努力に応じて党首によっ

て指名されるものとされましたι しかし、この報告は、「ニコ ジ ラ〆ドの

経済的山rt1投ぴ止義の保認のための世法協会」という会干上粁営省、弁忍|、公

認会計士、製泣業者、農業従事者、小売業者及び医師から構成された団体によっ

て、 1960"1'と1963"1'に、主主一院設置と成文憲法典の制j疋を求める消図的、従山さ

れ、一院制の問題が再J是起きれるまで、取り卜げられることはありませんでし

た。これらのl肩関は、憲法改草委員会が存査をしたものの、採択されることは

なく、計局、愈11、改革委員会は、 ト院を復活させることはやJらの利誌にならな

いという見解を表明するに主りました。

ぞのf豆、↑主包な立;1、と議会手続及び議会慣行の相侃がfJわれたことから、 卜

l~jL再l設置のぷlIiiÙが再燃しました。 19凶作には、還が制度に|掲する二Fv_委員会が、

第 院は不吉さとの結論を山しましたが、テゃピ yド・ロンヰ労働党政権を引き継

ぎ1989作に首相に就任したジョフリ パ」マ や、 1990干の阿民党政権誕/1

の際に向相に就任したジム ポルジャーは、向相就任前に、公選の第一院設問

について積極的意見を表明しましたー 1990作の総選手で、野党問民党は、 |院

内設置を主張したのですが、これによると上院は、イギリスの世政院のように、

公i1、後につき12か片、金銭i1、後につき iか片、それぞれ.¥r_u-、を引き延ばし伴る

ものとされました 3 しかし、回民党も、心ニュージーランドは単 固さまである
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ため連邦帝1]同家のように卜下両院に異なる代点を必要としないこと、(奇議会の

特別委員会に上院の活動の多くが引き継がれていたこと、③!日斗法評議会はl前

史的if統性もなく政品、的イ千命者のフォーラムであったこと、 (1::第一院が仔命議

員から構成されればゴ]W戸TB'Jなものとなり逆に公選議員から構成されれば凶民

のイロ任を一つの議院が有することとなること、については認めざるを得なかっ

たといいま-L1990(1実施の世論嗣査でも、凶民の21%が前 院設置を支持、

4:-l%が設問に以対、 :)6%が意見なしと、国民は第 院の設問に懐疑的であり、

結同上院汗設置を実施するには主りませんでした。

さらに199:l年にも、従前の単純小選挙区制から混合議席比例制i] (M¥!ド)へ

の移行が次定される過科で、|院の再氏支置がぷ必となりました。政山原案では、

議員数:lO人ほどでイギ')スの貴族院に似た権限を有ずる第 院の設問に閑「る

事取が含まれていました。しかし、ポルジャ」首相がI見什議席比例制の哩入よ

りも、上院再設問に積柿的であったことか旬、選挙制度改革つぶしごはないか

との疑念が持たれました。加えて、議員数が増加守ることから世論ばかりか日

完の支持も得にくく、また、第 院設置を混合謀川;Jt例ililjの事人に反対する場

合における同民投票の 選択肢としたために、投票様式カ'111雑化したことから、

妥員会段階で第 院設置に関する部分は他の法索とは切り離され、結局成索に

至りませんでした。

なお、ニュージーランド議会凶者似のスタッブによれば、これ以降、第一院

の設問に対する政治的関心は大きくなく、マオリのム栓を持i要するために卜院

の設置が主張されることはありましたが、広範な政治、的支持は得られなかった

とのことで仁現在、マオリ党は、国民党政権の連立パートナーであり、マオ

リの利益については、、Y法をJffiヒて実現することが可能となっており、また、

山川2年に議会のト院と国家正門を設問するための凶民投票を求める話願が議会

に提附されましたが、この清原Rを審査した司法及び選が委員会は、その要望に

対Lfi四JらのVJJ告も付さなかったということで、現時点では、 -01;の上院設世論

者を除いて、 {X~一院の設置についての|掲心は乏ししゅ、況となっていますコ

(3) 小〉舌

かつてのニュージーランドの 院市1]は、レイフハルト教授の分析によれば「権

限訓対等・構成類似」の「耳目しミ 院制」とされていま「が、政権交代直後には

「ねじれ」が牛じるおそれは内在L-Cいました ニコ ジ ラントの195C年の

改革では、上院部分を切り必とすことで「 院iVIJJに移行したという特紋を持つ
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ていますι しかし、 日完廃止後の、第二院再ぷ世の議論には、 ト院の安全装置

¥safe guarcl)としての役割を見山すことができますの

二ユ)シ ランドごは、 1867芹に 4のマオリ議席が設けられ ζマオリ男了に

選挙権が与えられるなど、古くからマオリ選挙lメがあるほか、 M¥!Pという小

選挙区比例代表併用制に相当 fる選挙制l支が1996年総選挙から支泊されてお

り、少数代表慌能、民意の多角的反映は一院制であっても相当科度実現されて

いますυまた、イギリスと呉なり、向治釦Ro，jイtから国民投票制l支を活用Lてい

るほか、1962イ|に民連邦諸凶で倒的てオンフマズマン制度を採用した凶でもあi)、

議会の特別l委員会の保在によっても、上院に刷fSされる第一院平内閣への rjlll 

制と t~)博JJ が実現されているため、ぉ一院ld土置の議μ向は乏しくなっているとつ

えでうごす。

3 ウ工ストミンス安一型議院内閣制とニ院制との関係性

ここで確認できるのは、下院に.1t慌を世くウエストミンスター型議院内閣市l

の場合、権限が刈等な 院川とは相引が極めて悪〈、上院の梓liJ{を限りなく弱

め、構成の柑呉を緩和して、あるいは卜院を廃止して、レイブハルト教長が説

くように、一院制を指向するということでれ

なお、イギリスヤニュ ジ ランドが直面した前述のような問題につい亡は、

イギリスの政治制度から山党した主な4bm邦諸凶であるカナダ、オーストラリ

アにおいても同様のことがありましたυ

カナダの連邦議会は、権IJrt，，1対等・構成中日異の I，ドWJ的強度の一院制」であ

り、任命市jの卜院が国民からi主ばれた下院の決定を否決することはあまりない

とされていま寸ゎしかし、かつて長らく自由党が政権的座にあけ、上院も白由

党優位の状態が続いていたところ、 1984年の総i盟挙でプライアン・マルルー

ニ」が守ている進歩保守党が大勝して両院のねじれが/1じると、自由党が文配す

る上院は野党の祇抗の場として活党化し、進歩保守党による下院多数派を某黙

とする政附の主要法案を否決するようになりましたc このような|卜両院のね

じれの中で、 1990年には法案の上院通過のため、初めて1867年EE法法第26条に

基づいて|抗議員を追加伴命する事態に至りましたレ

他占、オーストラリアの辿邦議会は、権限対等 構成相異の「強い ιL制」

であり、愈vょに 般のi1、律議と異なり歳出口、議なとの金銭法案についとは、

卜院のみが充議1普及ぴ伶止権を有していま「が、上院は金銭法案を「院に返付
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して修ifを求めることが認めりれ亡おり、これによりト院は金銭U、系に対する

粒子J権を有するものされていますぐもっとも、かかる上院の修止山求権は、実

際には発動しないことが窓口、卜のイ肯習となっていますu ところが、 1975干、 ト

院は歳山法案に対する拒台梓を行使し、 l憲法危絞」と呼ばれる事強を糾きま

した j 当時は、下院 P多数を市める労働党がゴフ ホイジトラム桁十けのもとに

政権をjH当していましたが、労働i九は上院で多数を占めるには主っていません

でしたυW}党である向山党内マルコム・プレイザ一党円は政住奪取を図1)、明

故・総選挙を1ftすためと附芹してよ院における歳山法案通過阻11という戦術を

とりましたりホイットラム角相が解散を北んだため、辿邦議会における審議は

lか刈近くにわたり隠着状貯に陥りました。この情勢を見たジヨ〆ーカー総督

は、突如ホイットラム向十けを解任し、プレイザーを後任に允てるという事態が

起こりました。総督は憲法|、通常は1)，閣の助に1;tって行動することが憲法

慣習として定着しています{総仔が専権をもっ亡角相を能免することは、 i日)]

年に連邦が成すして以来行われたことがなく、極めて異例な事態でしたニなお、

プレイザーが首相に任命されると、ただちに問題の成山法案は上院を通過L、

下院ではプレイザ 芹相に対する小fdi:干が決議されましたが、結同両院は解散

され、総選挙でプレイザーが1+勝するという結県となりましたに

カナダ、オーストラリア両同とも、ウエストミンスタ)モデルの「政付・政

兎次元」においては、心単独過半数内閣への執行権の集中、 l主政府と立法府の

関係における政肘の優位、玄l一大政党制、恐多数制 非比例市IJ の選挙制民、(~)

集同WJの白白な競争による多元主義的利益媒介ンステムについて、イギリスや

かつてのニコージーランドと比通性が見られまj-，この共通性からすると、先

にみた両凶ω例は、 l政府・政党次元」においてウエストミンスタ 型の特徴

を満たす制民と一院制の「相性の;mき」を不すものと百えるでしょうじただし、

カナダ、寸ーストラ')ア両阿ともに連叩嗣|であり、「連邦制・単 同家次元」

において、ウヱストミンスタ モデルと離jぇfる部分があり、 院制議会で立

法権の分割がなされています〕

方、単 凶永のイギリスやニュージーランドのような凶の場合には、ス I

レートに 院制lを指向することとなるかと思いきや、単純にそうはつい切れな

い部分もあるようです

イギ')スでは、特定政党が立配的でない第二院の存也Jは、法案修if，"，-Jiれ/1

動的事ftなどの各領域で、単純小選挙し主制で選山される第 ~j'~ とこれと緊d前に
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融合する内閣に対する抑制と均衡の役割を果たし、第 院の袖定を担い得ると

いう市で有財刊が認められており、上院にこれまで存存しなかった公選議員を

入れてまで病 院を有世しようとしていまず。二 1ージ)ランドにあっては、

人II規模が小さいこと、マオリ選挙|メによりマオリの代表が時保されているこ

と、 M¥!Pによる代衣削が有効に1'1巾しといることなどから、現在では第一院

の円設置ということには主っていませんが、ウエストミ/スター型の時代には

ト院再設慌の動きがあり、中なるイギリスの伝統やノスタルジーではなく、第

一院と内閣へのJ!l刷や少数派的桝誌の装置として、前一院というものが意識さ

tしることがありました

これらのことからして、ウエストミンスター型の議院内閣制と 院市IJとの関

係件においては、「相怖の悪さ」とともに rfjç~JIJの批 Lさ」というアンピパレ

ントな|勾係性が潜んでいるようにも思われる次郎です〕

おわりに

本Hの報ーでは、 院制ぴ)制度比較をf丁う中で、単一回京であっても、ん規

模人口の阿の場合には、二院制を指向すること、かかる同がウ L ストミンスタ

~の回の場合には、「権 líJ{訓刈竿」の修正の院、州制と均衡を県たす院として

の第二院が有用となることについ亡整理したつもりですハ問題は、そこでのト

院の構成についてですが、 lねじれ」の附也をし崎、にクリアするかがポイント

となるでしょう〈一つの考え方が、イギリスがけ指す、政権交代に方右されな

い中 υ的な第 院で1 もっとも、第 院において直捻公選制の以素がある場

合、いかにしてその中立性を担保するか、いかにして栓限非対等を確保するか

ということは、イギリスでも悩ましい問地であり、相当の l夫が必去となりま

すi そこには、日本への不唆もあるように思われます j

翻って、日本の 院制、参院五院制度。Ju:りむについては、内閣の憲法剥査会、

衆参Irhj議院に肖かれた定法調存会などでも議論されてきており、斎藤十四l参議

|抗議長の卜で北置された「参院主院の将来像を主える有識者懇話会」が、 2000;':下

4月、憲法改正の安子?を常的た改草案を提不するなど、参議院己主草の論内につ

いては、かなりの科度提示されてきているようですc そうだとすれば、日本の

院制の制度設計に相L仁、しい改革案を適切に選以L、それをいかに実行するか

が問われ亡いるのかもしれませんι これは、制民論というよりむしろ過干l!論の

領域ですが、諸外固との比較に際しては、改革実行のための具体的hJi'iなどに
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